
知っていますか？（教職員の皆さん） 

 

 

 

 
 

１ 昇給区分と昇給号俸数 

昇 給 区 分 
Ａ 

（極めて良好）
Ｂ 

（特に良好）
Ｃ 

（良好） 
Ｄ 

（やや良好でない） 
Ｅ 

（良好でない） 

特定職員（教授、部長等） ８ ６ ３ ２ 昇給しない 

一般職員 ８ ６ ４ ２ 昇給しない 

55 歳以上（共通） ４ ３ ２ １ 昇給しない 

注１ 職務の級における最高の号俸を超える昇給は行いません。 
注２ 平成 22 年 1 月 1 日後に採用又は昇格した場合は、採用等の日から平成 22 年 12 月

31 日までの期間に応じて号俸数が調整されます。（一部例外を除く。） 

注３ 昇給区分Ｄ及びＥは、病休、休職、育休等により、勤務日数の 1/6 以上を勤務して

いない場合又は懲戒処分等に該当する場合に適用されます。 

 

 

 

 

 

＊「上司」の「勤務評定」により 5 段階「査定」されています。 

＊上記表の 4 号俸は、旧制度の 1 号俸です。（従来は、等しく年に 1 号昇給していました） 

＊勤務評定者は指定されています。あなたの査定は誰がしているかご存知ですか？ 

＊D 判定の場合は、18 年度以前の「半分」しか昇給しません（２年で１年分の昇給） 

 

 

成果主義賃金は働く者同士の不信感を招き、労働のモチベーションを著しく低下さ

せます。これを導入した企業も「百害あって一利なし」と、導入見直しを図っていま

す。大学にはなおさら馴染まない制度です。組合は当然ながら反対しています。 
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